
7 ２００７．１０．１いずのくに 6２００７．１０．１いずのくに

医療機関（電話）

あおきクリニック
（０５５８‐７５‐０３０３）

伊豆長岡小児クリニック
（０５５‐９４９‐１３２１）

伊豆保健医療センター
（０５５８‐７６‐０１１１）

大仁クリニック
（０５５８‐７６‐２５５６）

田京診療所
（０５５８‐７６‐３２０１）

土屋医院
（０５５８‐７６‐１１４９）

つちやクリニック
（０５５８‐７７‐１５１１）

村田内科クリニック
（０５５８‐７６‐８８６６）

矢田レディースクリニック
（０５５８‐７６‐４５５０）

ゆりのきクリニック
（０５５‐９４０‐２８５５）

市内の高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関

受けま
しょう

！

問合せ 健康づくり課　電話０５５８‐７６‐８０１２

実　施　時　間

月・火・水・金９：００～１２：００、１５：００～１８：００
土９：００～１２：００

月～土　＊電話で予約（前日までに）

月～土７：３０～１１：００　月～木１３：００～１６：００
＊受診中の人は主治医にご相談ください

月～金１８：００～２０：００
土１３：００～１６：００　＊電話で予約（当日可）

月～金９：００～１２：００、１６：００～１８：３０
土９：００～１２：３０

月・火・水・金９：００～１２：００、１４：００～１７：００
木・土９：００～１２：００

月～金８：３０～１１：３０、１５：００～１８：００
土８：３０～１１：３０

月・火・木・金９：００～１１：３０、１４：００～１７：００
土・日９：００～１１：３０

月・火・水・金９：００～１２：００、１５：３０～１８：００　
木・土９：００～１２：００ ＊電話で予約（当日可）

月～金９：００～１２：００、１５：００～１８：００
土９：００～１２：００

岸クリニック
（０５５‐９４９‐７７７０）

月・火・水・金・土９：００～１２：００、
１４：３０～１７：３０　＊１０・１・２月のみ電話で予約

大仁医院西脇内科
（０５５８‐７６‐３７１２）

月・火・水・金９：００～１１：３０、１５：００～１８：００
木・土９：００～１１：３０

江間クリニック
（０５５‐９４７‐１２３８） 月、火、金　＊電話で予約（前日までに）

河野内科医院
（０５５‐９４０‐２３５５）

月・火・木・金９：００～１２：００、１５：００～１８：００　
水９：００～１２：００　土９：００～１２：００　＊電話で予約

古奈温泉クリニック
（０５５‐９４８‐１０３８）

月・木・金９：００～１２：００、１３：３０～１８：００
火１３：３０～１８：００　　土９：００～１２：００

慈広会記念病院
（０５５‐９４７‐０５１１） 月～金９：００～１１：００、１３：００～１６：００

順天堂大学医学部附属静岡病院
（０５５‐９４８‐３１１１） 月～土（第２土曜日のみ休診） ＊予診票必要

杉本医院
（０５５‐９４９‐２２２２）

月～金９：００～１２：００、１７：００～１８：００
土９：００～１１：３０

ナガオカ中央クリニック
（０５５‐９４８‐１１５１）

月～金９：００～１１：３０、１４：００～１７：３０
土９：００～１１：３０、１４：００～１６：３０　日９：００～１１：３０

長岡リハビリテーション病院
（０５５‐９４８‐０５５５）

月９：００～１２：００
火～金９：００～１２：００、１４：００～１６：３０

韮山医院
（０５５‐９４９‐１０３６）

火～金９：００～１２：００、１４：００～１７：３０
土９：００～１２：００

花の丘診療所
（０５５‐９４９‐６８８６）

月・火・水・金・土７：００～１０：３０
＊月・水・金の午後は予約が必要

対
象
　
伊
豆
の
国
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
六
十

五
歳
以
上
の
人（
接
種
時
に
六
十
五
歳
の

誕
生
日
を
迎
え
て
い
る
人
）か
、
六
十
歳

以
上
六
十
五
歳
未
満
の
人
で
、
心
臓
、

腎
臓
、
呼
吸
器
等
の
障
害
が
あ
り
、
医

師
が
認
め
た
人（
＊
詳
し
く
は
か
か
り
つ

け
医
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

健院伊豆の国
（０５５‐９４９‐８８８０）

月・火・水・金７：００～１１：００、１６：００～１９：００
木１７：００～１９：００　土７：００～１１：００ と

き
　
十
月
一
日（
月
）
か
ら

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日（
金
）ま
で

＊
で
き
る
だ
け
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行

す
る
前
（
十
月
〜
十
二
月
末
ま
で
）
に
接

種
し
ま
し
ょ
う
。

自
己
負
担
　
千
円

＊
接
種
時
に
医
療
機
関
に
支
払
い

接
種
回
数
　
一
回

注
意
事
項
　

予
診
表
は
医
療
機
関
に
あ
る
の
で
そ
の
場
で
ご

記
入
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
順
天
堂
静
岡
病
院
に

は
予
診
票
が
置
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
市

内
・
伊
豆
市
・
函
南
町
以
外
の
県
内
の
指
定
医
療

機
関
を
希
望
す
る
人
は
依
頼
状
が
必
要
で
す
。
市

役
所
各
庁
舎
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
か
健
康
づ
く
り
課

に
予
診
票
・
依
頼
状
を
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

六
十
五
歳
以
上
の
人
の
予
防
接
種
で
す
。
流
行
前
に
接
種
を
し
ま
し
ょ
う
。

来
年
度
か
ら
、
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
（
＝

後
期
高
齢
者
）
を
対
象
に
、
独
立
し
た
医
療
制
度

が
は
じ
ま
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
『
老
人
保
健
法
』

が『
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
』に
改

正
さ
れ
、
老
人
保
健
制
度
で
医
療
を
受
け
て
い
る

人
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

新
し
い
制
度
の
運
営
は
、
県
内
全
四
十
二
市
町
で

設
立
し
た
『
静
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
』

が
行
い
、
各
種
届
出
な
ど
の
窓
口
事
務
や
保
険
料
の

徴
収
は
市
で
行
い
ま
す
。

現
在
の
制
度
と
来
年
度
か
ら
の
制
度
の
違
い
は
、

左
表
の
と
お
り
で
す
。

七
十
五
歳
以
上
の
人
の
、
新
し
く
独
立
し
た
医
療
制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

現在の制度
（老人保健医療制度）

来年度からの制度
（後期高齢者医療制度）

対象となる人

７５歳（一定の障害のある人は
６５歳）以上の人
〈昭和７年１０月１日～昭和８
年３月１日生まれの人へ〉
７５歳の誕生月（１日生まれの
人は誕生月の前月）に老人保
健で医療を受けるための届出
書類を発送します。通知書に
記載の期日までに届出をして
ください。

現在、老人医療受給者証を
持っている人と、来年３月
３１日までに７５歳になる人
および６５歳以上で一定の
障害があり申請をした人

対象となるとき
７５歳の誕生月の翌月（１日生
まれの人は、その月）から

７５歳の誕生日から

保険証は

市で発行した老人医療受給者
証と、国民健康保険・社会保
険・共済組合などの保険者か
ら発行されている保険証の２
種類

静岡県後期高齢者医療広域
連合から発行される１種類
（来年３月に、市役所から
新しい保険証を来年３月に
郵送します）

保険料と
負担方法

加入している医療保険に支払
っている。（健康保険組合な
どの被扶養者は自己負担な
し）

該当する人全員が負担。年
金から天引きまたは納付書
で納める。

病院などで受診
するとき

保険証と受給者証を提示し、
原則自己負担１割（所得の多
い人は３割）を払う。

保険証は１枚提示するだ
け。（自己負担割合は、現
在と同じ）

以
上
の
ほ
か
、
一
カ
月
間
の
医

療
費
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
場
合
の
高
額
療
養
費
支

給
制
度
な
ど
は
現
在
の
老
人
保
健

医
療
制
度
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
特
別
徴
収（
天
引
き
）

は
、
年
額
十
八
万
円
以
上
の
年
金

を
受
け
と
っ
て
い
る
人
が
対
象

で
、
そ
の
天
引
き
は
来
年
四
月
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
た
だ
し
、
介
護

保
険
料
と
合
わ
せ
た
保
険
料
額
が

年
金
額
の
二
分
の
一
を
超
え
る
人

は
、
納
付
書
で
納
め
る
普
通
徴
収

と
な
り
ま
す
。
そ
の
納
期
は
今
後

決
定
し
ま
す
。

保
険
税
率
な
ど
の
詳
し
い
こ
と

は
、
来
年
一
月
の
広
報
紙
で
お
知

ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

こうきこうれいしゃ　いりょうせいど 問合せ 国保年金課　
電話０５５‐９４８‐２９０５

給付はこれまでの老人保健と
変わりません。


